
​ものづくり企業先端産業参入支援補助金　交付要綱​

​（通則）​

​第１条　ものづくり企業先端産業参入支援補助金（以下「補助金」という。）の交​

​付については、札幌市補助金等交付規則（令和８年規則第24号。以下「規則」と​

​いう。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。​

​（目的）​

​第２条　この補助金は、航空機や宇宙、半導体、洋上風力分野など、高度な技術を​

​要し、かつ今後の需要拡大が期待される産業（以下「先端産業」という。）及び​

​その関連産業へのものづくり分野（製造・建設）における市内企業の参入を支援​

​することを目的とする。​

​（定義）​

​第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると​

​ころによる。​

​⑴　「中小・中堅企業等」とは、次のいずれかに該当するものとする。​

​ア　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中小企業者で、​

​市内に本社を有するもの。​

​イ　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立した事業協同​

​組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合で、市内​

​に主たる事務所又は事業所を有するもの。​

​ウ　中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づき設立し​

​た協業組合、商工組合、商工組合連合会で、市内に主たる事務所又は事業所​

​を有するもの。​

​　　エ　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第２条第24項に規定する中堅企​

​業者で、市内に本社を有するもの。​

​⑵　「製造業」とは、日本標準産業分類（令和５年７月27日総務省告示第256号）​

​における製造業（大分類番号Ｅ）及び機械設計業（小分類番号743）をいう。​

​⑶　「建設業」とは、日本標準産業分類（令和５年７月27日総務省告示第256号）​

​における建設業（大分類番号Ｄ）及び土木建築サービス業（小分類番号742）を​

​いう。​

​（補助対象者）​

​第４条　補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる​

​全ての要件を満たす者とする。​

​⑴　製造業または建設業を営む市内に本社を有する中小・中堅企業等であること​

​（個人事業主は除く）。​

​⑵　国又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの４分の１以上の​

​出資を受けている者でないこと。​

​⑶　市税を滞納している者でないこと。​

​⑷　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同条を準用する場合​

​を含む。）の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けて​
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​いる者でないこと。​

​⑸　会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）​

​等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。​

​⑹　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）​

​第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営​

​業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行って​

​いる者でないこと。​

​⑺　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第​

​３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成​

​員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこ​

​と。​

​⑻　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条に規定する政治団体に該当す​

​る者でないこと。​

​（補助対象事業）​

​第５条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、先​

​端産業及びその関連産業への参入前後において必要な取組であり、かつ以下の各​

​号のいずれかに該当する取組とする。なお、複数の取組を補助対象事業とするこ​

​とができる。​

​　⑴　市場調査に係る取組​

​　⑵　認証取得・更新に係る取組。なお、認証を受ける事業所は、さっぽろ連携中​

​枢都市圏内の事業所とし、また、対象となる認証は、ＪＩＳＱ９１００認証、​

​Ｎａｄｃａｐ認証及びその他市長が認める認証とする。​

​⑶　機械設備等の導入に係る取組。なお、導入設備は、さっぽろ連携中枢都市圏​

​内（札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩​

​市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町）の製造拠点に導入するものであり、​

​かつ補助対象者が自ら所有し、使用するものであること。​

​⑷　試験製造に係る取組。ただし、試験製造に係り売上が発生する場合は、補助​

​対象事業とすることができない。​

​⑸　展示会出展に係る取組​

​⑹　人材育成に係る取組​

​（補助対象経費、補助率及び上限額）​

​第６条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事​

​業の実施に要する別表に掲げる経費であって、第７条の規定に基づく実施期間内​

​に支出され、市長が必要かつ適当と認めるものとする。​

​２　補助率は２分の１とする。​

​３　補助金の上限額は200万円として、予算の範囲内で交付する。なお、補助金の交​

​付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。複数の取組が補​

​助対象となる場合においても、補助金の上限額は計200万円とする。​
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​（補助対象事業の実施期間）​

​第７条　補助対象事業の実施期間は、第９条の規定に基づく交付決定日以降とし、​

​事業終了日は申請のあった年度の３月10日（土日祝日の場合はその前日）までと​

​する。​

​（補助金の交付申請）​

​第８条　補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、市長に対し、​

​以下に掲げる書類を提出しなければならない。​

​⑴　補助金交付申請書（様式１）​

​⑵　事業計画書（様式２）​

​⑶　事業実施スケジュール（様式３）​

​⑷　収支予算書（様式４）​

​⑸　補助対象経費積算書（様式５）​

​⑹　宣誓書（様式６）​

​⑺　誓約書兼同意書（様式７）​

​⑻　その他市長が別に指示する書類​

​２　補助対象事業の着手は、補助金の交付決定の通知を受けて行うものとする。​

​（補助金の交付決定）​

​第９条　市長は、前条に規定する申請があった場合には、別に定める審査委員会に​

​付議し、その意見を聞いたうえで、補助金の交付決定の可否を決定する。​

​２　市長は、前項の規定により補助金の交付について決定したときは補助金交付決​

​定通知書（様式８）により、不決定としたときは補助金不交付決定通知書（様式​

​９）により申請者に通知する。​

​（計画変更の承認等）​

​第10条　前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と​

​いう。）は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ計​

​画変更等承認申請書（様式10）を市長に提出し、その承認を受けなければならな​

​い。​

​⑴　規則第４条第１項第２号又は第３号に掲げる事項を変更しようとする場合。​

​⑵　補助事業等に係る事業計画書の内容を変更しようとする場合。ただし、補助​

​事業の目的に変更をもたらすものではなく、補助事業の区分ごとに配分された​

​額の20パーセント以内の変更の場合は、この限りでない。なお、交付の決定を​

​受けていない第５条の規定に基づく取組への事業費の流用は認めない。​

​⑶　補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業等の遂行が困​

​難となった場合。​

​⑷　補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合。​

​２　市長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、その計画​

​変更がやむを得ないものと認めるときは、計画変更等承認通知書（様式11）によ​

​り、補助事業者に通知する。​

​３　計画の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合には、第９条において交​

​付決定した補助金の額は変更しない。​
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​４　計画の変更に伴い、補助対象経費が減額となった場合には、減額後の補助対象​

​経費をもって第６条の規定を適用する。　​

​（債権譲渡の禁止）​

​第11条　補助事業者は、第９条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全て​

​又は一部を市長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。​

​（実績報告）​

​第12条　補助事業者は第９条の規定により交付決定を受けた補助事業が完了したと​

​き（第10条の規定による補助事業の中止等の承認を受けたときを含む。）は、そ​

​の日から14日以内、又は第７条に規定する事業実施期間の末日のいずれか早い期​

​日までに、以下に掲げる書類を市長に提出しなければならない。​

​　⑴　実績報告書（様式12）​

​⑵　補助金精算書（様式13）​

​⑶　補助対象経費内訳書（様式14）​

​⑷　その他市長が別に指示する書類​

​（補助金確定額の通知）​

​第13条　市長は、前条の報告を受けた場合には、当該報告に係る補助事業の実績結​

​果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであるかを審査し、​

​必要に応じて現地調査等を行い、適正であると認めたときは、交付すべき補助金​

​の額を確定し、補助金確定額通知書（様式15）により、補助事業者に通知する。​

​２　内容の審査の結果、補助対象経費が増額となった場合でも、第９条において交​

​付決定した補助金の額は変更しない。​

​３　内容の審査の結果、補助対象経費が減額した場合には、減額後の補助対象経費​

​をもって第６条の規定を適用する。​

​（補助金の交付）​

​第14条　補助金は、前条の規定による通知後、速やかに交付する。​

​（補助金の交付決定の取消し）​

​第15条　市長は、規則第17条第１項の規定による場合のほか、補助事業者が廃業、​

​倒産等により補助事業の実施が客観的に不可能となったときは、交付決定の全部​

​又は一部を取り消すことができる。​

​（帳簿及び書類の備付け）​

​第16条　補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要​

​した経費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、補助事業の完​

​了日の属する会計年度の翌年度の４月１日から５年間保存しなければならない。​

​ただし、補助事業の中に第21条第１項に規定する処分制限財産を有し、同条第３​

​項の規定による処分制限期間を経過しないものがある場合は、当該処分制限期間​

​を経過することになるまでの間、財産管理台帳、その他関係書類を整理し、保管​

​しなければならない。​
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​（財産の管理および処分）​

​第17条　補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以​

​下「取得財産等」という。）のうち、その取得価格又は効用の増加額が50万円以​

​上のもの（以下「処分制限財産」という。）について、その台帳を設け、その保​

​管状況を明らかにしておかなければならない。​

​２　補助事業者は、当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注​

​意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図​

​らなければならない。​

​３　補助事業者は、処分制限財産について、補助事業の完了の年の翌年から起算し​

​て「総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・郵政省・自治省令第６​

​号）」で定める耐用年数を経過することになるまでの期間（当該耐用年数が10年​

​を超える場合は、当該補助事業の完了の年の翌年から起算して10年間。以下「処​

​分制限期間」という。）において、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、​

​交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市​

​長の承認を受けなければならない。​

​４　市長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産の処分をすることにより収​

​入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。​

​（事業成果の公表・普及）​

​第18条　補助事業は、原則として一般に公表することとし、市長が成果普及のため​

​の事業等を行うときは、補助事業者はこれに協力するものとする。​

​（他の補助金との併給調整）​

​第19条　補助事業者がこの要綱における支給事由と同一の事由により、支給要件を​

​満たすこととなる国又は他の地方公共団体が実施する各種補助金（国又は他の地方​

​公共団体が他の団体等に委託して実施するものを含む。）を受給する場合は、この​

​要綱における補助対象経費と国又は地方公共団体（札幌市における他の補助金を含​

​む。）が実施する各種補助金の補助対象経費が重複しない場合について、補助金の​

​併給を受けることができる。​

​（その他）​

​第20条　この要綱の実施に関し必要な事項は、産業振興部長が定める。​

​附則​

​この要綱は、令和７年４月18日から施行する。​

​附則​

​この要綱は、令和８年４月28日から施行する。​
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​別表（補助対象経費）​

​取組名​ ​補助対象となる経費区分​

​⑴　市場調査に係る取組​ ​市場調査に係る委託費​

​⑵　認証取得・更新に係る取組​ ​コンサルティング経費、申請料、審査料、認証​

​料、翻訳・通訳費​

​⑶　機械設備等の導入に係る取組​ ​購入費（運搬費含む）、工事費、設計費​

​⑷　試験製造に係る取組​ ​原材料・副資材費、治具・工具費、外注加工費、​

​試験(検査)費​

​⑸　展示会出展に係る取組​ ​出展小間料、ブース施工・造作・装飾費（備品等​

​のレンタル費用、電気代含む）、旅費交通費、通​

​訳費（海外展示会に限る）​

​、ＰＲ媒体（冊子・動画・パネル・模型等）製作​

​費、展示物等の輸送費​

​⑹　人材育成に係る取組​ ​研修機関等の受講費、教材費、旅費交通費、講師​

​を招聘して行う研修の講師謝金及び旅費交通費、​

​研修等に必要な資材・機器等の経費、資格取得に​

​要する経費​

​なお、以下の経費は補助対象としない。​

​１　消費税及び地方消費税相当分​

​２　既存設備やシステムの解体・撤去・廃棄・移設に係る経費​

​３　土地及び建物の購入または借上等に係る経費​

​４　租税公課、水道光熱費​

​５　販売・営業に係る経費（試験製造以外の原材料費、接待費など）​

​６　中古品・車両・事務機器の購入費。ただし、本事業の実施に特化した車両であるこ​

​とを証する場合はこの限りではない。​

​７　車両の借上費用、高速料金、駐車料金、ガソリン代、タクシー代、グリーン車・ビ​

​ジネスクラス等の付加料金分、日当、他の助成制度やポイントを利用して支払われ​

​た経費​

​８　食料・食事に係る経費​

​９　社員及び派遣会社等に支払う人件費​

​10　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年11月27日大蔵省令第​

​59号）第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社から調達を​

​受ける場合（他の会社を経由した場合も含む。）の経費​

​11　補助事業者が自社（関連会社を含む）の技術等を調達する場合の経費​

​12　振込手数料​

​13　その他市長が不適当と認める経費​
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